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第１章 総則 

 

（適用の範囲） 

第１条 本特記仕様書は、長岡市（以下「発注者」という。）が実施する「長岡市空家等実態調

査業務委託」（以下「本業務」という。）に関し、必要な事項を定めるものである。 

 

（業務目的） 

第２条 本業務は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）に基づき、

空家等の調査及び空家等に関するデータベースの整備を行うことで、長岡市内の空家等の実態

を詳細に把握するとともに、空家等の適正管理や利活用などの施策を推進するために必要な基

礎資料を得ること目的とする。 

 

（準拠法令等） 

第３条 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書によるほか、次に掲げる関係法令等に準拠す

るものとする。 

（１）空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号） 

（２）空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（最終改正 令和

５年12月13日付け総務省・国土交通省告示第３号） 

（３）地方公共団体における空家調査の手引き（平成24年６月 国土交通省） 

（４）外観目視による住宅の不良度判定の手引き（平成23年12月 国土交通省） 

（５）長岡市空家等の適切な管理に関する条例（平成29年12月27日条例第34号） 

（６）長岡市空家等の適正な管理に関する条例施行規則（平成30年１月29日規則第１号） 

（７）長岡市空家等対策計画（令和４年３月） 

（８）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

（９）長岡市財務規則（平成３年３月28日規則第15号） 

（10）その他関係法令・規則・通達等 

 

（履行期間） 

第４条 本業務の履行期間は、契約締結日から令和８年２月27日までとする。ただし、災害、天

候等やむを得ない事情により、現地調査等の実施できない状況が続き、完了工期が遅延される

と予測される場合は、速やかに監督員に報告し、承認を受けるものとする。 

 

（守秘義務） 

第５条 受注者は、本業務を履行するにあたり知り得た内容について、他に漏洩してはならない。

また、本業務の終了後においても同様とする。なお、取り扱う情報は、本業務のみに使用し、

発注者の許可なしに他の目的への使用または複製してはならない。 

 

（実施体制及び技術者の配置） 

第６条 受注者は、本業務を履行するにあたり、適切な実施体制を整えなくてはならない。業務



計画の立案、工程管理及び精度管理、成果品の品質評価及び技術者指導等業務全般を統括する

者として主任技術者、各工程の管理及び業務を実施する者として担当技術者を配置するものと

する。 

 

（提出書類） 

第７条 受注者は本業務の着手に先立ち、速やかに次の書類を提出し、監督員の承認を受けるこ

と。また、これらを変更しようとする場合も同様とする。 

（１）委託着手届 

（２）業務実施計画書 

（３）業務実施工程表 

（４）主任技術者経歴書 

（５）担当技術者経歴書 

（６）その他発注者が指示する書類 

 

（一括再委託の禁止） 

第８条 受注者は、業務を一括（契約金額の５割以上に相当する業務部分）して、または主たる

部分（業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断）を第三者に委託し、または請け負わせては

ならない。ただし、主たる部分以外について、あらかじめ、その内容を書面にて届出をし、監

督員の承認を得たときはこの限りではない。 

 

（進捗状況の報告） 

第９条 受注者は、着手時に作成した「業務実施計画書」、「業務実施工程表」に基づき本業務を

履行するが、業務の進捗状況について、監督員へ適宜報告するものとする。また、監督員から

作業の進捗状況について報告を要求された場合も同様に、速やかに報告するものとする。 

 

（検査） 

第10条 受注者は、業務完了後、速やかに所定の成果品を提出し、主任技術者の立会いの上、監

督員による検査を受けるものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第11条 発注者は、引き渡された成果品が契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」と

いう。）であると認められたとき、受注者に対し、成果品の修補による履行の追完を請求する

ことができる。これに要する経費は受注者が負担するものとする。また、発注者が相当の期間

を定めて履行の追完の催促をし、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に

応じて契約金額の減額を請求することができる。 

 

（損害賠償） 

第12条 本業務履行中において発生した事故、データ等の紛失、漏洩及び第三者に与えた損害は、

全て受注者が責任を負い、処理及び解決するものとする。事故発生後、受注者は第一報を直ち



に監督員へ報告するものとするが、それらの状況の原因、経過、措置等についても随時、監督

員へ報告するものとする。 

 

（その他） 

第13条 本業務を履行するにあたり、本特記仕様書に定めのない作業の実施が必要になった場合、

発注者と受注者で十分協議し、作業を実施するものとする。 

 

 

第２章 業務内容 

 

（業務概要） 

第14条 本業務の概要は次のとおりとする。 

（１）計画準備等    １式 

（２）資料収集整理    １式 

（３）外観調査     ５，０００件 

（４）所有者アンケート調査集計   ２，５００件 

（５）報告書作成    １式 

（６）打合せ協議    １式 

 

（貸与資料） 

第15条 本業務を履行するにあたり、発注者は次の資料を受注者に貸与するが、受注者は資料の

賃借状況を記録し、それらの重要性を十分認識し、取扱い及び保管について慎重に取り扱うこ

と。 

（１）空家等リストデータ（Excel形式） 

（２）空家等位置情報データ（Shape形式） 

（３）国土基本図データ（Shape形式） 

（４）地番図データ（Shape形式） 

（５）その他協議により必要となるもの 

 

（計画準備） 

第16条 受注者は、本業務を円滑に実施するために、本特記仕様書に基づき実施方針、作業手法、

工程計画、作業体制、緊急時の連絡体制について取りまとめた業務実施計画書を作成し、発注

者に提出して承認を得るものとする。 

 

（資料収集整理） 

第17条 発注者から貸与された資料をもとに、長岡市全域を対象に調査対象となる空家等の候補

データの抽出及び調査場所の特定を行い、現地調査票及び調査位置図の作成を行うものとする。

なお、現地調査票は発注者と十分協議の上、項目を決定すること。 

 



（外観調査） 

第18条 前条で作成した資料をもとに、対象となる空家等の建物及び敷地について外観目視によ

る現地調査を実施するものとする。また、現地にて対象の外観写真を可能な限り敷地及び家屋

の全体像が確認できる近景、前面道路及び周囲の状況が確認できる遠景を各１枚以上撮影する

こととし、必要に応じて空家等の判断基準となる箇所・破損状況等が確認できる写真を撮影す

る。なお、現地調査の平準化を図るため、調査の主旨、工程、調査方法、判断基準、留意事項

等を取りまとめた現地調査マニュアルを作成し、発注者の承認を得ること。 

２ 現地調査にあたっては、調査員証を携行し、住民対応については事前に発注者と協議した上

で、住民とトラブルが発生しないよう調査を行うものとする。なお、調査員証は発注者が発行

し、受注者に貸与するものとする。受注者は、証票の紛失がないように十分取り扱いには注意

するものとする。 

 

（所有者アンケート調査集計） 

第19条 発注者が実施する空家等の所有者へのアンケート調査について、発注者宛てに回答があ

ったものを適宜回収し、受注者にて集計を行うものとする。なお、期日までに回答のなかった

所有者に対して、発注者は督促を１回行い、当該督促により回答があったものについても受注

者は適宜回収、集計を行うものとする。 

 

（報告書作成） 

第20条 受注者は、本業務のおける調査戸数・分類・傾向等の分析結果を取りまとめ、報告書と

して提出するものとする。詳細については、発注者と協議の上、決定するものとする。 

 

（打合せ協議） 

第21条 本業務を履行するにあたり、打合せは着手時、中間時２回、納品時を標準とするが、各

工程において必要と判断された場合は、監督員の指示のもと適宜行うものとする。打合せ内容

については、受注者が打合せ協議記録簿を作成し、当事者双方において確認した後に業務報告

書に添付し納品すること。なお、業務着手時及び業務完了時には主任技術者が立会うこととす

る。 

 

 

第３章 成果品 

 

（成果品の帰属） 

第22条 本業務で履行した内容は全て発注者に帰属するものとし、受注者は成果品又は収集した

資料を発注者の承諾なく他に公表し、貸与又は使用させてはならない。ただし、受注者及び第

三者が従来から権利を有している固有の知識・著作権・技術に関する権利などは、受注者及び

第三者に留保されるものとする。 

 

 



（成果品） 

第23条 本業務の成果品は次のとおりとし、電子データは発注者が指示する方法により提出する

ものとする。 

（１）作業報告書    １式 

（２）空家等台帳データ（Excel形式）  １式 

（３）外観調査写真（JPEG形式）   １式 

（４）空家等調査データ（Shape形式）  １式 

（５）所有者アンケート集計データ  １式 

（６）打合せ協議記録簿    １式 

（７）その他発注者が必要と認めるもの  １式 

 

（納品場所） 

第24条 本業務における成果品の納品場所は、長岡市都市整備部都市政策課とする。 

 

  



個人情報の取扱いに関する特記仕様書 

 

（法令等の遵守） 

第１条 受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及びその他関係法令並

びに長岡市（以下「委託者」という。）の定める長岡市情報セキュリティ基本方針及び情報セ

キュリティ対策基準に基づき、本契約により委託者から委託を受けた業務（以下｢本業務｣とい

う。）の実施に当たり、この個人情報の取扱いに関する特記仕様書（以下「特記仕様書」とい

う。）で定められた事項を遵守しなければならない。 

（責任体制の整備） 

第２条 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

維持しなければならない。 

（作業責任者等の届出） 

第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により委託

者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定め

なければならない。 

３ 受託者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得

なければならない。 

４ 受託者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならな

い。 

５ 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければ

ならない。 

６ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならな

い。 

（教育の実施） 

第４条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書におけ

る作業従事者が遵守すべき事項その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事

者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し

なければならない。 

（守秘義務） 

第５条 受託者は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては

ならない。本契約期間満了後又は本契約解除後も同様とする。 

２ 受託者は、本業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を

提出させなければならない。 

（再委託） 

第６条 受託者は、本業務のうち個人情報を取り扱う業務の一部をやむを得ず再委託する必要が

ある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託する業務内容等を明確にした上で、本



業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請しなければならない。 

２ 前項の場合において、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、委託者に対して、再委託先のすべての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

３ 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法につ

いて具体的に規定しなければならない。 

４ 受託者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理し、監督すると

ともに、委託者の求めに応じて、管理及び監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければな

らない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第７条 受託者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合

は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者のすべての行為及びその結果について責任

を負うものとする。 

（個人情報の管理） 

第８条 受託者は、本業務において利用する個人情報を保持している間は、次に定めるところに

より、個人情報の管理を行わなければならない。 

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保

管すること。 

(2) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上

の保護措置を施すこと。 

(3) 事前に委託者の承認を受けて、作業場所において本業務に必要最小限の範囲で行う場合

を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 

(4) 個人情報を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。 

(5) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックア

ップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

(6) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情

報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。また、受託者は、委託者から請求があった

場合は、当該台帳を委託者に提出すること。 

(7) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存

性の維持に責任を負うこと。 

(8) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報

を扱う作業を行わせないこと。 

(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる

本業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第９条 受託者は、本業務において利用する個人情報について、本業務以外の目的で利用しては

ならない（複製物及び改変物を含む）。また、委託者に無断で第三者へ提供してはならない。 

（個人情報の受渡し） 

第10条 受託者は、委託者受託者間の個人情報の受渡しに関しては、委託者が指定した手段、日



時及び場所で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

（個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第11条 受託者は、本業務の終了時、又は委託者の請求があったときは、本業務において利用し

た個人情報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければな

らない。 

２ 受託者は、本業務において利用する個人情報を消去し、又は廃棄する場合は、事前に消去し、

廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により

委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し、委託者から立会いを求められた場合は、これに

応じなければならない。 

４ 受託者は、本業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁

的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなけ

ればならない。 

５ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び

消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。 

（善管注意義務） 

第12条 受託者は、個人情報が記録された記録媒体を善良な管理者の注意をもって使用し、及び

保管し、当該個人情報の消滅、改ざん等の事故が発生しないよう必要な措置を講じなければな

らない。 

（定期報告及び緊急時報告） 

第13条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直

ちに報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければ

ならない。 

３ 委託者は、受託者に対し、合理的な頻度で相当の期間を定めて個人情報の取扱い状況の報告

を求めることができる。 

４ 委託者は、前項の報告内容の確認その他必要に応じ、受託者に対し関係資料の提出又は受託

者の事業所への立入を申し出ることができる。 

（事故時の対応） 

第14条 受託者は、本業務に関し個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故が発生し

た場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に

関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、委託者の指

示に従わなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故が発生した場合に備え、委

託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ

適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、本業務に関し個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故が発生した場

合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 


